
6消安第 6881号

令和 7年 3月 6日

公益社団法人  日本フィッシュ・ ミール協会理事長 殿

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す る省令等の一部改正について

この ことについて、別紙 1の とお り本 日付 けで公布 されま したので御 了知 の

上、本改正事項について、貴団体の会員又は組合員に対す る周知徹底方お願い し

ます。

なお、本改正の概要については、別紙 2を御参照 ください。



(別紙 1)

○
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
五
十
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
昭
和
五
十

一
年
農
林
省
告
示
第
七
百
五
十
号

（飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

二
項
に
基
づ
く
飼
料
添
加
物
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
二
月
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
江
藤
　
　
拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。



(別紙 1)
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チ
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ア
ミ
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酸
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Ｉ
ア
ラ
ニ
ン
、
Ｌ

Ｉ
ア
ル
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ニ
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、
Ｌ
Ｉ
イ
ソ
ロ
イ
シ
ン
、
イ
ノ
シ
ト
ー
ル
、
ニ
エ
ル
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カ
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シ
フ

ェ
ロ
ー
ル
、
塩
化
カ
リ
ウ
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塩
化
コ
リ
ン
、
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ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
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ア
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ア
ミ
ン
、
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酸
Ｌ
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ヒ
ス
チ
ジ
ン
、
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酸
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リ
ド
キ
シ
ン
、
塩
酸
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ジ
ン
、
Ｌ
Ｉ
カ
ル
ニ
チ
ン
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β
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カ
ロ
チ
ン
、
カ
ン
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
グ

ア
ニ
ジ
ノ
酢
酸
、
ク
エ
ン
酸
鉄
、
グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
Ｉ
グ
ル
タ
ミ

ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、　
コ
ハ
ク
酸
ク
エ
ン
酸
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
、　
コ
レ
カ
ル
シ
フ
エ

ロ
ー
ル
、
酢
酸

ｄｌ
ｌ

α
ｌ
ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル
、
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
シ
ア

ノ
ロ
バ
ラ
ミ
ン
、
硝
酸
チ
ア
ヽヽ
（
ン
、
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
タ
ウ
リ
ン
、
炭

酸
亜
鉛
、
炭
酸
コ
バ
ル
ト
、
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、

炭
酸
マ
ン
ガ
ン
、
２
ト
デ
ア
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ノ
１
２
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ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
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ニ
ン
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２
１
デ
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ス
コ
ル
ビ
ン
酸
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１
リ
ン
酸
エ
ス
テ
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ナ
ト
リ
ウ
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カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
Ｉ
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
１
２
１
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ア
ス
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
ア
セ
ト
メ
ナ
フ
ト
ン
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β
ｌ
ア
ポ
ー

ざ
―
カ
ロ
チ
ン
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ア
ミ
ノ
酢
酸
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ＤＬ
Ｉ
ア
ラ
ニ
ン
、
Ｌ

Ｉ
ア
ル
ギ
ニ
ン
、
Ｌ
Ｉ
イ
ソ
ロ
イ
シ
ン
、
イ
ノ
シ
ト
ー
ル
、　
エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ

ェ
ロ
ー
ル
、
塩
化
カ
リ
ウ
ム
、
塩
化
コ
リ
ン
、
塩
酸
ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン

、
塩
酸
チ
ア
ミ
ン
、
塩
酸
Ｌ
Ｉ
ヒ
ス
チ
ジ
ン
、
塩
酸
ピ
リ
ド
キ
シ
ン
、
塩
酸
Ｌ

Ｉ
‐リ
ジ
ン
、　
Ｌ
Ｉ
‐カ
ル
ニ
チ
ン
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β
ｌ
カ
ロ
チ
ン
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カ
ン
タ
キ
サ
ン
チ
ン
、
グ

ア
ニ
ジ
ノ
酢
酸
、
ク
エ
ン
酸
鉄
、
グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
Ｌ
Ｉ
グ
ル
タ
ミ

ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
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コ
ハ
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酸
ク
エ
ン
酸
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
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コ
レ
カ
ル
シ
フ
エ

ロ
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ｌ

α
ｌ
ト
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フ
ェ
ロ
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酸
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グ
ネ
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シ
ア

ノ
コ
バ
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ミ
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、
硝
酸
チ
ア
ミ
ン
、
水
酸
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ア
ル
ミ
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ウ
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タ
ウ
リ
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酸
亜
鉛
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酸
コ
バ
ル
ト
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水
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ナ
ト
リ
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炭
酸
マ
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シ
ウ
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炭
酸
マ
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ガ
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、
２
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ア
ミ
ノ
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２
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ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
、
２
１
デ

ア
ミ
ノ
ー
２
１
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
亜
鉛
、
２
１
デ
ア
ミ
ノ
ー
２
１
ヒ
ド

ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
銅
、
２
１
デ
ア
ミ
ノ
ー
２
１
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
オ
ニ
ン
マ

ン
ガ
ン
、　

ＤＬ
Ｉ
ト
リ
プ
ト
フ
ア
ン
、
Ｌ
Ｉ
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
、
Ｌ
Ｉ
ト
レ
オ
ニ

ン
、

ＤＬ
Ｉ
ト
レ
オ
ニ
ン
鉄
、

ニ
ゴ
チ
ン
酸
、
ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド
、
３
１

ニ
ト

ロ
ォ
キ
シ
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、
乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
パ
ラ
ア
ミ
ノ
安
息
香
酸
、
Ｌ

Ｉ
バ
リ
ン
、
Ｄ
Ｉ
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
リ
ム
、　

ＤＬ
Ｉ
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
、
Ｄ
Ｉ
ビ
オ
チ
ン
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
末
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
油
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
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末
、
ビ
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ミ
ン

Ｄ３
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、
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ミ
ン
Ｅ
粉
末
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、
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鉛
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Ｌ
Ｉ
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(別紙 1)

ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム
、
葉
酸
、
ヨ
ウ
素
酸
カ
リ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
素
酸

カ
ル
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ウ
ム
、
リ
ボ
フ
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ビ
ン
、
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ボ
フ
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ビ
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燥
）
、
リ
ン
酸
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素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（乾
燥
）
及
び
リ
ン
酸
二
水
素
ナ

ト
リ
ウ
ム
（結
晶
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
有
効
成
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と
し
て
含
有
す
る

製
剤
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Ｉ
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燥
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リ
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水
素
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ト
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ウ
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る
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(別紙 1)

○
農
林
水
産
省
令
第
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
江
藤
　
　
拓

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

（昭
和
五
十

一
年
農
林
省
令
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
．う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分

（以
下

「傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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望

一吹
）

■

悠  円  さ 搭  円  1屋

別表第 1(第 1条関係 )

1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の

基準
lll (略

)

.21 飼料一般の製造の方法の基準
ア～ノ (略 )

メチオニンイソプロピルエス

の

ハ 2-デアミノー 2-ヒ ドロキ

凶躍
=2趣

2」と22Lαユ狙亘巳二≦旦堕 ≧上L_
|:|・ 141 (略 )

lil 飼料一般の表示の基準
ア  (略 )

イ 飼料 (飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる事

項を表示 しなければならない。

|ア,～ III (略
)

|オ| IIIの ウに掲げる表、 11の キの FI、 ケの |ア
1及びコの 71、

121の

工から力まで、 |!|の キに掲げる表並びに |!|の ケ及びサからハ

ユ_■に対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、
対象家畜等

|||～ |||(略
)

(注) (略 )

ウ (略 )

2～ 6 (略 )

別表第 1(第 1条関係 )

1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の

基準

||| (略 )

121 飼料一般の製造の方法の基準
ア～ノ (略 )

(新設)

|:|・ |||(略 )

lil 飼料一般の表示の基準
ア  (略 )

イ 飼料 (飼料添加物を含むものに限る。)に は、次に掲げる事

項を表示 しなければならない。
17.～ |二| (略 )

ITI lllの ウに掲げる表、 lllの キの |ア |、 ケの |ア1及びコの |ア |、 |:|の

工から力まで、 |!|の キに掲げる表並びに |!|の ケ及びサからノ

までに対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、
対象家畜等

|||～ ‖I(略 )

(注) (略 )

ウ (略 )

2～ 6 (略 )



（
Ｈ
真
「」Ｒ
）

別表第 2(第 2条関係 )

1～ 6 (略 )

7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製
造方法等の基準に用いる標準品、試薬・試液、容量分析用標準液

、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及びベル ト

ラン糖類定量表の規定

111 (略 )

121 試薬・試液

(略 )

亜鉛 (標準試薬)～中和エタノール  (略 )

ドロキ2-デアミノー 2-ヒ シメチオニンイソプロピルエステ
ル、定量用 2-デ ア ミノ 2-ヒ ドロ キシメチオニンイソ

(C8H16
98 0%以上のものに限る∩

定量用 L―イ ソロイシン～定量用酢酸d′―α―トコフェロール

(略 )

定量用 2-デ ア ミノー 2-ヒ

-2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピルエステル

ORS)

ドロ キシメチオニンイソプロピル
エ ス ル  2-デ ア ミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプ
tr1 C )V.エステル の項 に定 める。

定量用ニンヒ ドリン試液～ リン酸塩緩衝液、0.02mo1/L、 酵素

力試験用  (略 )

リン酸塩緩衝液・アセ トニ トリル試液  リン酸二水素カ リウム

04 | びアセ

を加えて溶かし、 l mo1/L トリウム試液を加 えてpH

7に調整する。

リン酸塩・炭酸水素ナ トリウム緩衝液～レゾルシン  (略 )

|:|～ (91(略 )

各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

111～ 鰤|(略 )

||||

8

2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピルエス
レ

一

ノ

一

一フ

一

本
一

剰
一

剛
一

生
ユ
一

も

一

募

一

ア
　

一

｝ノ

一

別表第 2(第 2条関係 )

1～ 6 (略 )

7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製
造方法等の基準に用いる標準品、試薬 。試液、容量分析用標準液
、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及びベル ト
ラン糖類定量表の規定

111 (略 )

12)試薬・試液

(略 )

亜鉛 (標準試薬)～中和エタノール  (略 )

(新設)

定量用 L―イソロイシン～定量用酢酸di α―トコフェロール

(略 )

(新設)

定量用ニンヒドリン試液～リン酸塩緩衝液、0.02mo1/L、 酵素
力試験用  (略 )

(新設)

リン酸塩・炭酸水素ナ トリウム緩衝液～レゾルシン  (略 )

131～ |)|(略 )

8 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

|||～ ||||(略 )

(新設)

プロピルエステル製造用原体 定量す るとき、 2-デア ミノ
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|ア
1 成分規格

含量 本品は、定量するとき、 2-デアミノー 2-ヒ ドロ

キシメチオニンイソプロピルエステル (C 8 H1603S)
として95.0%以上を含む。

物理担二生主塑性質
① 本品は、無色か ら褐色のやや粘性のある液体である

② 本品は、メタノール又はアセ トンに極めて溶けやす
く、 水にやや溶けにくい。

③ 本品のpHは 3.5～ 5.0である。
確認試験

① 本 品 25mg (24.5^ψ 25.4mO に無水硫酸銅 を飽和 させ

た硫酸 l mLを加 えるとさ、その溶液は黄色を呈する。

② 本 品 5 mg(4.5～ 5.4mg) 5 mLを加えて溶かし、
l mo1/L水 酉かイヒナ トリウム言式,'夜 2 mLを力日え、 よく,振

り混ぜ、ニ トロプル シ ドナ トリウム言式液0.3mLを加 え
両1イ ドよ ぐ才Fリ シ早1ざ 30～ 40° C´

~0
1 0今 間 放 晋 lン キ 称

2分間氷冷 し、希塩酸 2 ml′を加え、振 り混ぜるとき、

その溶:直整:赤色を呈する。
純度試験

① 鉛 本品0.50g(0.495～ 0.504g)を 量 り、鉛試験

塗_二塁二ittι量:』

`:』

:■1釜色]」:盪_生上上_鉛の試験を行うと
き、_ヱ の量1塑艶z`g理工玉奎1主主璽上ら塗い。

② ヒ素 本品0.40g(0.395～ 0.404g)を量 り、ヒ素

試験法第 3法によ り試料 を調製 し、装置Aを用い

る 方 法 によ リヒ素 の 試 験 ケ行 うとき、吸収液 の色 は、

標準色 より濃 くてはな ない (2 μg/g以下)。

水.分 本品約500咀を 1聖の桁ま至量 咀__そ の数値を記録
し、水分定量法 (カ ール フィッシャー法)の逆滴定法に

録 し、50mLの全量 フラス コに入れ、 リン酸塩緩衝液・ア

主塑丘整金主るとき=ヱ望塑不鐘|ュ亜立塑圧二重生生ればなら
ない。

定量法 杢理巡■m里旦と1≧_塑.型コ:と空1塾≧:⊆量_り_、_そ の数値を記
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セ ト トリル 試:ツ

ー
夜を力日 て り混ぜた後、更に リン酸塩え

緩衝液・アセ ト トリル を標線まで加えて50mLと し
謝 1来■直 沸 :

とキ ス 庫 ,,商
:

5 mL か仝 暑 ピベ[
、ヽ′卜″年́

星ニェニユニ里二の全量フラスコヒ△れ、リン酸塩緩衝
液 ・アセ トニ トリル試 液 を標線まで加 えて50mLと し、

0.45umの メンブランフィルターでろ過 し、試料溶液 とす

る こつ の ロ マ

2宝!ユニよ_塑重:整童産:■:正■_賀1重量■た_2里 ヱ hグラムから2

―デアミノ 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピルエ

ステルのピーク面積を測定 し、別に求める検量線により
2-デアミノー 2-ヒ ドロ キシメチオニンイソプロピル

ニスニ空::壁Lttl生茎坐、_塗二上二也全量を皇出立ぅ_Q_

2-デアミノー2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピ
ルエステルの含量 (%)

50
C ×

一W

三二2三ゼ主整Lと二生 土上些豊グ 2:ニヱ∠ヱ
7'u ttVtZTtV の濃度 (口 g/mL)

W:本墨の採取量 (里g)|

操作条件

検_出_墨二_些並生丞量⊇:鯉:壺土_玉退堕菫笙:量1■2≦Lω
カラム :内径 4 6mm、 長 さ150鰤のステンレス管に粒径

5,mのオクタデシルシリル化シリカグルを充

填す る。

カ ラム温度 :40℃

移重林目:太 (リ ン酸 を用いてDH 2に調整 した 1、 の)。

アセ トニ
.ト リル (4:1)

流量 :毎分1.OmL

検量線の作成

定量用 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイ

ソ∠ロピルエスニル絶501ngを 0.01嘔の桁まで量り、そ
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の数値を記録 し、50mLの フラス コに入れ、更に リ

ン酸塩緩衝液・アセ トニ トリル試液を標線まで加えて

50mLと し、標準原液 とす る (こ の溶液 l mLは 、 2-デ
ア ミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピルエス

ル C H 3S

に際 して、標準原液 の 一 定 量に リン酸塩緩衝液・アセ

トニ トリル試液を加え、 mLHゴ 1こ 20口 g、  50口 g、  100!lg

(バ20 よ

を0.45umの メンブランフイルターでろ過 し、標準液 と
す る_標進浦 ,ollTギ ´

つ ) こ つ ☆、以 下試 料溶 液 の 場合 ル

同様に液体クロマ トグラフ法により試験を行 う。得 ら

た ロ マ ム 2 ゛
― ヒ

∠左Z菫生正三∠∠_∠∠」■l塑生Ξ塾二型12」三
=■

変重董聾≧茎
めて検量線 作成する。

|イ
1 保存の方法の基準

気密容器に保存すること。

イ 製斉」 (そ の 1)

|ア1 成分規格
2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピル

エステル製造用原体の成分規格を準用する。

|イ
1 保存の方法の基準

気密容器に保存すること。

ウ 製斉」(そ の 2)

1子
1 成分規格

本 品 は 2 ― ワ
~
ア ノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソ

:∠:些:壺:空:ヱiZ:空:製:直!型:董:整:二_型:△生:生:空

`型

:董lユ丞:型 :

末である。

含量 埜理L⊥L直聾≧立ヱ2と室全_董丞塾笙型とと■1壁笙埜EL」二
る2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピ

ルエステル (C8H1603S)を 含む。

確認試験 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソ
プ ロピルエステル製造用原体の確認試験を準用する。

定量法 本品 100mgを 0.lmgの桁まで量 り、その数値を記録
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上二In■2全量z2る 三_1こ △L_り __≧酸五緩衝液・ア

セ トニ トリル試液を加えて振 り混ぜた後、更にリン酸塩

上 鈍_二匡 と幽 全二立星」菫ヱ童
=ェ
_lΩ全二聾1墨L躍≧上4=_空2上澄整

奎菫壁昼整型三生至ュ三聖2註型‐基:医 5_m壁 全菫塾圭昼2_卜 を

Д塾亜1量2、」茎≧ピ≧全旦乏生2二三」二△こ全_■L∠互壁皇整髪菫

プロピとニステルの濃度二塁∠mL)

Wi杢品の採取量 (直

上 堡左Ω左塗⊇壁
密閉容量に保存すること。

ルエステルの合量 (%)

100
×

一 W

ドロキシメチオニンイソ

セ

まで加えて50mLと し、ト孜

ロ

二
=

ロ で

C

(略 )

2

ヽ ―二ヽ l)夕 l糸暮′請〒シ方 . ‐ア か丼聖糸鼻ま
~7｀

加 夕て
~1 00mIル

トリル試 液ア セ

ンイソプロピ

Ci2-デ アミノー 2-ヒ

‖2)～ (165)

ニ ン-2-ヒ

n

0.亜理 oメ _とブ:フ∠フ_」:∠ヒタニ≦≧登」旦上笙壺圭趾盗液上」]

|lll～ (164) (略 )
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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3・ 4 (略 )

(略 )

3・ 4 (略 )

フィターゼの種類 算出方法

飼料及び飼料添加物の成分規格

等に関する省令 (昭和51年農林

省令第35号 )別表第 2の 8の (

143)

フ ィターゼ (そ の 1)

(略 )

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (1))
(略 )

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (2))
(略 )

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (3))
(田各)

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (4))
(田各)

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (5))
(日各)

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (6))
(略 )

同 (143)

フィターゼ (そ の 2の (7))
(略 )

フィターゼの種類 算出方法

飼料及び飼料添加物 の成分規格

等に関す る省令 (昭和 51年農林

省令第35号 )別表第 2の 8の (

142)

フィターゼ (そ の 1)

(略 )

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (1))
同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (2))
(略 )

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (3))
(略 )

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (4)) ヽ

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (5))
(略 )

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (6))
(田各)

同 (142)

フィターゼ (そ の 2の (7))
(田各)

(田各)

(略 )



偶|」紙 2)

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定

める件」の一部改正案及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部

改正案について

1 現行制度の概要

飼料添加物は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和 28年法律第 35

号。以下 「法」という。)第 2条第 3項において、農林水産大臣が農業資材審議会の意見

を聴いて指定すると規定されてお り、当該飼料添加物については、飼料の安全性の確保及

ゴ」Lttl笙≧改差上≡I垂主登塗:`皇姿1二菫餞証≡≡里上こ基圭Eときl飼土」菫迦型杉塑二重
=二

≧登生L_」」菱ll_ユ1_生LZ=星

2∠._旦_´:言:き_z[Zli`i:::三 i」:i_2:]ili:i::__[:」 ::Ω__I量 :ュ____2生三巨____[_fttilを :i::」 ____≦≧:_1∠ _主_:う:_Q__)__1二 _」:ii_立 _さ_三 :⊆::liE:[:」 :::_さ_1と14::::_1∠ _:L`:3とュ__

また、法第 3条第 1項の規定により、農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて

(同条第 2項 )飼料若 しくは飼料添加物の成分規格等を定めることができるとされてお り、

当該成分規格等については、飼型Ж 」塑 r上困坦」を12L」こ全≧坦整豊 」聖 L∠笙 fttLI旦Ξ■互1上豊

林省令第35号。以下「省令」という。)において定められている。

2 改正の趣 旨

メーカーから要望があったことを受け、 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソ

プロピル平ステルを飼料添加物に指定するとともに、当該飼料添加物について成分規格等

を定める。

なお、今般の改正に当たって農業資材審議会に意見を聴いたところ、適当であるとの

答申を得た。

3_改正の内容

①  告示第 2号に、_飼料添加物として 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソ

プロピルエステルを追加する※1。

② 省令別表第 1の 1の (2)に 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロピ

ルエステルの対象家畜を規定する※2。

③ 省令別表第 2の 7の (2)及び (4)に、 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニ

ンイソプロピルエステルの定量法等に用いる試薬について規定する。

④ 省令別表第 2の 8の (61)に 、 2-デアミノー 2-ヒ ドロキシメチオニンイソプロ

ピルエステルの成分規格等を規定する。

⑤ 飼料の公定規格 (昭和 51年 7月 24日 農林省告示第 756号)備考 3第 2章 2※
3につ

いて、省令別表第 2の 8の項ズレにあわせて改正する。

※ 1 告示の各号は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (昭和 51年農林

省令第 36号)第 1条において定める各用途に対応 しているところ、 2-デ アミノー 2-ヒ

ドロキシメチオニンイソプロピルエステルの用途は、飼料の栄養成分その他の有効成分の補

給に該当することから、告示第 2号に追加する。
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飼料の公定規格備考 3第 2章 2は、配合飼料の非フィチン態りんの成分量について計算式

等を定めており、同項の表においては、計算式に登場する変数 aPの算出方法を規定しているc

ヽ

ノ

4 施行期 日

公布の 日

5 パブ リックコメン トの実施期間

令和 6年 10月 3日 ～11月 1日

ノ

〔※ 2 規定順は制定順 による。


